
令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報
解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
七
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
四
丁
目
一
番
一
号

株
式
会
社
エ
ス
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

代
表
清
算
人

三
浦

慎
一

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

仙
台
市
青
葉
区
小
田
原
六
丁
目
八
番
三
八
号

有
限
会
社
伊
藤
製
本
所

清
算
人

伊
藤

祐
宣

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

秋
田
市
御
野
場
新
町
一
丁
目
二
二
番
一
三
号

有
限
会
社
お
の
ば
電
商

清
算
人

佐
藤

杏
子

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

茨
城
県
坂
東
市
大
崎
五
三
番
地
一

有
限
会
社
み
な
ば
運
輸

清
算
人

渡
辺

誠

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
六
月
十
七
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

茨
城
県
常
総
市
内
守
谷
町
四
三
六
五
番
地
一

株
式
会
社
全
農
ハ
イ
パ
ッ
ク

代
表
清
算
人

今
村

武
之

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

埼
玉
県
所
沢
市
上
新
井
一
丁
目
六
番
地
の
一

株
式
会
社
Ｓ
ｈ
ｉ
ｍ
ｂ
ｉ

Ｓ
ｔ
ｙ
ｌ
ｅ

代
表
清
算
人

藤
村

朱
音

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

埼
玉
県
戸
田
市
川
岸
二
丁
目
一
三
番
一
二
号

株
式
会
社
Ｋ
ａ
ｙ
ａ
ｎ
ｏ
ｋ
ｉ

代
表
清
算
人

林

岳

解
散
公
告

当
社
は
令
和
八
年
四
月
三
十
日
株
主
総
会
決
議
に
よ
り

解
散
致
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
本

公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算

か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

埼
玉
県
川
口
市
上
青
木
西
二
丁
目
四
番
一
一
号

有
限
会
社
グ
リ
ー
ン
ハ
ウ
ス

清
算
人

武
藤

敏
行

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
六
月
一
日
会
社
法
第
三
一
九
条
第

一
項
に
基
づ
く
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
株
主

全
員
の
書
面
に
よ
る
同
意
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の

で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日

か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

埼
玉
県
川
口
市
元
郷
一
丁
目
三
番
八

一
一
九
号

ワ
コ
ー
レ
川
口
第
五

Ｍ
Ａ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
株
式
会
社

代
表
清
算
人

北
野

富
彬

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
二
十
八
日
総
社
員
の
同
意
に

よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る

方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
二
丁
目
一
九
番
一
九
号

ワ
コ
ー
宮
益
坂
ビ
ル
五
階

合
同
会
社
夢
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス

清
算
人

今
井

賢
二

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
十
八
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

東
京
都
練
馬
区
南
田
中
町
三
丁
目
八
番
二
号

有
限
会
社
ウ
ィ
ン
ス
ク

清
算
人

河
原
田

力

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
一
六
番
二
号
太
陽
生
命

品
川
ビ
ル
二
八
階

株
式
会
社
イ
デ
ア
・
プ
ロ
ジ
ェ
ッ
ト

代
表
清
算
人

野
村

憲
司

解
散
公
告

当
社
は
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

東
京
都
府
中
市
清
水
が
丘
三
丁
目
二
〇
番
地
の
三

ヒ
ル
ズ
府
中
清
水
が
丘
二
〇
七

株
式
会
社
財
友
タ
ク
シ
ー

代
表
清
算
人

栗
林

圭
樹

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
六
月
十
五
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

東
京
都
目
黒
区
目
黒
本
町
五
丁
目
一
四
番
二
号

サ
ー
ド
無
線
株
式
会
社

代
表
清
算
人

櫛
間

誠
也

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

東
京
都
杉
並
区
阿
佐
谷
南
一
丁
目
八
番
一
九
号

バ
ー
ズ
ネ
ス
ト
リ
ア
ル
エ
ス
テ
ー
ト
株
式
会
社

代
表
清
算
人

大
坂
谷
香
介
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